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規　　　　　則

　○山形県財務規則の一部を改正する規則…………………………………………………………（出　納　局）…１

  規　　　　　則 

　山形県財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成18年８月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第94号

　　　山形県財務規則の一部を改正する規則

　山形県財務規則（昭和39年３月県規則第９号）の一部を次のように改正する。

　第201条第３号及び別表第１第３項出納員として指定する職の欄中「村山総合支庁総務企画部総務課」を「村山

総合支庁総務企画部総務課及び最上総合支庁総務企画部総務課」に改め、「最上総合支庁総務企画部総務課、」を削

る。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

(毎週火・金曜日発行)
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